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自動車分野における職業能力開発体系の整備 
 

【 調査研究概要 】 

分 野：職業能力開発の実践に必要な調査研究 

担当室：高度訓練開発室 

 

１．はじめに 

鳥取県は、職業能力開発総合大学校の一部機

能移転を契機として、その調査・研究成果やノ

ウハウの活用により、成長分野の高度技能・技

術の訓練・開発拠点を形成し、求められる高度

技能・技術人材の育成・確保を進めると同時に、

成長分野の企業集積や県内企業に対する海外需

要獲得・生産性向上に係る支援等を一体的に推

進し、県産業構造の変革を通じた経済の再生と

成長を目指す。 

県内の企業や関係機関と共同により得られる

本件の成果、知見により、製造業の現場ニーズ

に即した実効的な職業能力開発体系の整備およ

び職業訓練に係る教材開発を効率的に進め、我

が国の産業を支える高度産業人材の育成に資す

ることを目指す。 

平成 30 年度から 3 年をかけて、自動車部分品・

附属品製造業の職業能力開発体系を整備する。 

 

２．スケジュール 

職業能力開発体系の整備を効率的に進めるた

めの日程の概要を以下に示す。 

1 年目：職業能力の体系の整備 

2 年目：職業訓練の体系の整備および新たな 

訓練コースの開発 

3 年目：試行訓練の実施および検証 

職業能力開発体系の整備は、事業主団体等の

協力を得ながら、業界における職務遂行に必要

な職業能力を体系的に整備する必要がある。自

動車部分品・付属品製造業は、多岐わたる部品

の製造に係る製造業であるため、対象を機械部

品と電装品に絞って整備を行った。また、企業

規模や品目を各種統計データ[1][2][3]等を参照し

選定した。 

○機械部品：自動車機械部品製造業 

企業規模：99 人以下の事業所 

対象製品：トランスミッション関係の部品 

○電装品：自動車電装品製造業 

企業規模：99 人以下の事業所 

対象製品：ワイヤーハーネス 

調査研究の実施にあたっては、「調査研究委員

会」及び「調査研究作業部会」（以下「委員会」、

「作業部会」という。）を設置し実施した。 

 

３．職業能力の体系の整備について 

職業能力の体系（以下「能力体系」という。）

を整備するにあたって、委員会及び作業部会に

おいて、業務の流れを検討し「業務の流れ図」と

して整備した。 

流れ図においての重要事項として、現行の製

造業では、『製品のトレーサビリティ』が注目さ

れていること、国際的な品質マネジメントシス

テムが活用されていることから、「生産管理」「品

質管理」が製造業全体を網羅するように描いて

いることを挙げる。 

また、業務の流れ図を参考にして、企業の組織

とその構成要素である職務構成と、職業に従事

するために必要な職業能力を明確にし、その能

力を段階的かつ体系的に整理する職務分析を行

った。 

職務構成、職務分析における重要事項として、

「部門」では、『監査』『品質』を独立した項目と

していること、実際に製造を担当する『生産』と

製造の状況を管理する『生産管理』を分離した

こと、「職務」では、担当である『製造』と製造

ラインの各種機械のプログラムや作業手順やマ

ニュアルなどを管理する『生産技術』を分離し

たことを挙げる。 

 

４．職業訓練の体系の整備について 

能力体系における「作業に必要な主な知識、技

能・技術」を参照し、それを習得するために適切

と判断される訓練コースを「能力開発区分」「部

門」「職務」「階層」ごとに配置した「職業訓練の

体系」（以下「訓練体系」という。）を整備した。 

訓練体系に配置した訓練コースは、在職者訓

練、生産性向上支援訓練、IT 活用力セミナーな

どから該当するコースを当てはめており、事業

主団体及び企業等からのヒアリング等を通じて

得られた人材育成の課題などを参考に、委員会

及び作業部会において任意の課題を設定し、そ

れを解決するための人材育成に関係する要素、
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推奨する訓練コースを様式 6 として整備した。 

さらに、人材育成の課題を解決するため、新規

もしくは既存の在職者訓練カリキュラムモデル

を改変したカリキュラムを様式 7 としてまとめ

た。 

 

５．試行訓練の実施および検証について 

 訓練体系において整備した在職者訓練カリキ

ュラムモデルについては、機構内の職業訓練施

設での試行実施やアンケート調査等を行いカリ

キュラムの妥当性について検証を実施した。試

行実施したコースを表 1 に、コース実施結果（役

立ち度）を図 1 示す。 
表１ 試行コース（令和 3年 3月 5日時点） 

実施コース 実施施設 実施日 受講者
数 

修了者
数 

①製造現場の

IE手法による
実践的改善 

ポリテク

鳥取 

令和2年 

10月14日、
15日 

9名 9名 

ポリテク
広島 

令和2年 
11月25日、
26日 

7名 7名 

②収益性向上
のための生産
管理 

ポリテク
岡山 

令和2年 
11月19日、
20日 

3名 3名 

③切削加工の
理論と実際

（合金編） 

ポリテク
鳥取 

令和3年 
3月9日、10

日 

3名  

 

 
図１ コース実施結果（役立ち度） 

 

 図 1 の実施結果のとおり 9 割以上の受講者か

ら役に立ったとの回答があった。 

上表①のコースでは役に立った理由として

「業務（生産性や品質の維持・向上等）に役立て

ることができる」と回答した受講者が最も多く、

今後、会社で試したいとの意見もあった。 

②のコースでは役に立った理由として「新た

な知識及び技能・技術が身についた」と回答し

た受講者が最も多く、より良いコストダウンの

方法を見出せることが分かったとの意見もあっ

た。 

また、能力体系及び訓練体系をもとに、機構の

職業能力開発施設から事業主団体及び企業に対

して人材育成を提案する「人材育成プラン」、「自

己評価シート」を作成した。作成した一部を図

2、図 3 に示す。 

 
図２ 人材育成プラン抜粋 

 
図３ 自己評価シート抜粋 

 

６．まとめ 

 平成 30年度から 3年をかけて得られた成果に

ついては、基盤整備センターホームページにて

一般に公開（令和 3 年 4 月を目途に公開）し、

事業主団体及び企業並びに職業能力開発施設に

おける活用を促していく。 

また、機構内の職業能力開発施設においても

共有し、事業主団体及び企業等へのヒアリング

等を通じて得られた人材育成上の課題等につい

て人材育成プランの提案や在職者訓練の実施等

において活用を図っていく。 

職業能力の体系については、今後の離職者訓

練及び在職者訓練カリキュラムを整備していく

上での訓練ニーズ調査や習得すべき技能・技術

要素の抽出等に活用され、全国の職業能力開発

施設の訓練を通じて活用される。 

最後に本調査研究を進めるにあたり、ご協力

いただいた鳥取県及び一般社団法人日本自動車

部品工業会はじめとする関係各位に対し、心よ

り感謝申し上げる。 
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【職務分析モデルデータの入手先】
職業能力開発総合大学校 基盤整備センターＨＰ 「職業能力の体系」のページ
http://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/statistics/system_list/index

①仕事の見える化

仕事や作業に必要な職務能力（知識、技能・技術）を明らかにします。見える化にあたり、業界ごとに標準的な職務能力を整理した
「職務分析モデルデータ」を活用することができます。

生産 製造 作業の安全確保 保守点検

部品加工

熱処理

表面処理・改質

組み立て

部門
　　　　　　　　レベル
　職務

Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ Ｌ４

生産 製造 部品加工

加工全般

切断加工

鍛造加工

鋳造加工

旋盤加工

ＮＣ旋盤加工

フライス加工

マシニングセンタ加工

歯切加工

穴加工

研削加工（平面・円筒・成形）

溶接加工

プレス加工

レーザ加工

運搬

Ｌ４部門
　　　　　　　　レベル
　職務

Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３

レベル表示 Ｌ１

1 加工全般 1 加工図面を読むことができる

　図面のJISやISO規格を知っている

　寸法公差・幾何公差等を知っている

　材料記号および材料の種類を知っている

2 加工することができる

　加工に必要なジグについて知っている

　加工工程について知っている

　加工条件について知っている

　安全衛生法に係る特別教育について知っている

2 切断加工 1 加工前点検を実施することができる

　加工前点検事項について知っている

　点検実施方法について、知っている

2 切断加工ができる

　各種機械の操作方法および加工方法を知っている

　安全作業について知っている

　工具の特性について知っている

　材料の特性について知っている

　工具と材料から最適の加工条件を導き出す術を知っている

3 加工後の処理ができる

　加工後の製品の取り扱い方法について知っている

　加工物の危険箇所の除去について知っている

　機械の保全について知っている

3 鍛造加工 1 加工前点検を実施することができる

　加工前点検事項について知っている

　点検実施方法について、知っている

2 加熱準備ができる

　加熱方法を知っている

　鋼材の種類及び性質を知っている

3 鍛造機の段取りができる

　鍛造の条件設定の関連技術を知っている

　鍛造の方法、種類（冷間鍛造、熱間鍛造等）と特徴を知っている

4 鍛造加工ができる

　機械の操作方法および加工方法を知っている

　安全作業について知っている

　加工条件について知っている

　打撃数やプレス等の調整について知っている

　金型の取扱いについて知っている

　金型と材料から最適の加工条件を導き出す術を知っている

5 加工後の処理ができる

　加工後の製品の取り扱い方法について知っている

　加工物の危険箇所の除去について知っている

　機械の保全について知っている

職　　務 製造

能力要素(仕事) 部品加工

能力要素の細目(作業) 能力要素の細目の内容

・
・
・

様式２ 職務別職業能力の体系

様式３ 職務別能力要素の細目

様式４ 職務別能力要素の細目の内容
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部門 職務名 仕事名 作業名 作業に必要な主な知識及び技能・技術
自己評価欄
（○or×）

生産 製造 部品加工 加工全般 加工図面を読むことができる ○
　図面のJISやISO規格を知っている ○
　寸法公差・幾何公差等を知っている ○
　材料記号および材料の種類を知っている ○
加工することができる ○
　加工に必要なジグについて知っている ○
　加工工程について知っている ○
　加工条件について知っている ○
　安全衛生法に係る特別教育について知っている ○

切断加工 加工前点検を実施することができる ○
　加工前点検事項について知っている ○
　点検実施方法について、知っている ○
切断加工ができる ○
　各種機械の操作方法および加工方法を知っている ○
　安全作業について知っている ○
　工具の特性について知っている ○
　材料の特性について知っている ○
　工具と材料から最適の加工条件を導き出す術を知っている ×
加工後の処理ができる ○
　加工後の製品の取り扱い方法について知っている ○
　加工物の危険箇所の除去について知っている ○
　機械の保全について知っている ×

鍛造加工 加工前点検を実施することができる ○
　加工前点検事項について知っている ○
　点検実施方法について、知っている ○
加熱準備ができる ○
　加熱方法を知っている ○

自己評価シート 氏名

②能力の見える化

仕事の見える化で明らかになった職務能力に対し、従業員がどの程度習得できているか把握します。

スキルチェックの例：自己評価シート 6

課
題
解
決
プ
ロ
セ
ス

１． 機械加工において、業務の生産性向上が必要である。
２． 品質保証・品質管理において、従業員の育成が必要である。課

題

１． 機械加工に従事する者の技能高度化
① 鍛造加工業務従事者の知識、技能・技術を向上する
② 工作機械加工業務従事者の知識、技能・技術を向上する
③ 熱処理業務従事者の知識、技能・技術を向上する
④ シャフト・ギアの研削加工業務従事者の知識、技能・技術を向上する
２． 品質保証・品質管理に従事する者の技能高度化
① シャフト・ギアの品質保証・品質管理業務従事者の知識、技能・技術を向上する

目
標

③目標の見える化

従業員の習得状況を踏まえ、人材育成上の課題を整理し、課題解決に向けた目標を設定します。そして、目標を達成するためのプロセスも明
確化します。

２．品質保証・品質管理
・ 品質管理・測定・製図に関する基礎知識の習得 ⇒ 技術力の底上げ
・ 品質管理にかかわる各種測定技術の習得 ⇒ 技能・技術の高度化
・ 生産現場に活かす品質管理技法の習得 ⇒ 技術力の向上

１．機械加工
① 鍛造加工
・ 鍛造にかかる基礎知識の習得 ⇒ 技術力の底上げ
・ 鍛造加工にかかる技術と理論の結びつき強化 ⇒ 技能・技術の高度化
・ 最適な生産のための工程設計・改善手法の習得 ⇒ 生産性の向上
② 工作機械加工
・ 機械加工に関する基礎知識の習得 ⇒ 技術力の底上げ
・ 各種工作機械の加工技法の習得 ⇒ 技能・技術の高度化
・ 切削加工におけるトラブル解決手法の習得 ⇒ 生産性の向上
③ 熱処理
・ 材料、熱処理にかかる基礎知識の習得 ⇒ 技術力の底上げ
・ 試験方法、熱処理作業方法の習得 ⇒ 技能・技術の高度化
・ 熱処理後の解析手法、改善手法の習得 ⇒ 生産性の向上
④ 研削加工
・ 研削加工に関する基礎知識の習得 ⇒ 技術力の底上げ
・ 各種研削盤の加工技法の習得 ⇒ 技能・技術の高度化
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④能力開発の見える化

人材育成の流れ

技術部門・グループの
リーダー育成実践技能者の育成

鍛造加工
基礎知識

冷間鍛造実践 冷間鍛造工程設計

熱間鍛造実践 熱間鍛造工程設計

①鍛造加工業務従事
者の知識、技能・技
術を向上する

金属材料
・熱処理
基礎知識

熱処理技術

熱処理解析技術

トラブル対策技術

組織観察
・硬さ試験

③熱処理業務従事者
の知識、技能・技術
を向上する

１．機械加工に従事する
者の技能高度化

基礎知識の習得

機
械
加
工
業
務
の
生
産
性
向
上

目標を達成するための人材育成計画を作成します。

機械加工
基礎知識

切削加工時のトラブル
解決

②工作機械加工業務
従事者の知識、技
能・技術を向上する

歯車加工技術

各種工作機械加
工技術

研削加工
基礎知識

歯面研削加工技術
平面・円筒研削加
工技術

④研削加工業務従事者
の知識、技能・技術
を向上する
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部門 職務名 仕事名 作業名 作業に必要な主な知識及び技能・技術
自己評価欄
（○or×）

生産 製造
作業の安
全確保

機械装置の取り扱い 機器を安全に取り扱うことができる

　回転部分を有する機械装置の危険性を知っている
　安全装置、安全カバーの取り扱いを知っている
　保護めがねの着用の必要性を知っている
停電時に機械スイッチを切ることの徹底ができる
　主電源スイッチを知っている
　停電時の緊急用照明設備を知っている

工具の取り扱い 工具の安全な使用ができる
　工具類の整理整頓について知っている
　工具の正しい使用方法を知っている

災害（感電・火災）防止 感電・漏電防止対策ができる
　感電事故の危険性を知っている
火災防止対策ができる
　油の危険性を知っている
　粉塵対策について知っている

毒物、劇物等化学物質の
取り扱い

薬品の保管管理ができる

　局所排気設備の適正な使用方法について知っている
　こぼれたり、飛散した場合の適切な回収・処理方法を知っている
　運搬に適切な容器、運搬車等を知っている

自己評価シート 氏名


